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先進医療創成科学講座教授候補者の推薦について（依頼） 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、本研究科において令和２年４月から新たに先進医療創成科学講座を設置する予定となったことか

ら、標記講座教授を下記の要領で公募することになりました。 

 ついては、ご多忙の折り恐縮ですが、貴機関関係者にご周知の上適任者がおられましたらご推薦くださ

いますようお願い申し上げます。 

なお、標記講座の研究分野は、琉球大学医学部及び附属病院の西普天間移転による「国際性・離島の特

性を踏まえた沖縄健康医療拠点」形成に向けて、先端医学研究センター等の発展に寄与する先進的な医療

に繋がる研究を促進する領域となります。 

 また、候補者の方には選考過程で、本学にて面接及び講演をお願いすることがあります。 

                                             敬具 

 

記 

 

１ 採用職種：教授（任期付常勤職員） 

 

２ 任   期：５年（再任制度あり、１回のみ５年） 

   ※最長１０年の任期満了後、任期の定めのない教員への転換制度があります。 

 

３ 所   属：大学院医学研究科先進医療創成科学講座 

 

４ 採用人数：１人 

    

   ５ 担当授業科目：学 部 分子細胞生物学等 

            大学院 分子細胞生物学概論、分子細胞生物学特論 

 

６ 応募資格：博士の学位を有し、「国際性・離島の特性を踏まえた沖縄健康医療拠点」形成に向

けて、先端医学研究センター等の発展に寄与する橋渡し研究や産学連携を促進する

先進的な医療に繋がる研究に取り組める者 

 

７ 待遇 
 雇用形態：常勤（１日７時間４５分、週５日勤務） 

  給  与：経歴によって算定（国立大学法人琉球大学職員給与規程による） 

諸 手 当：通勤手当・住居手当等（国立大学法人琉球大学職員給与規程による） 

休  日：日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始 

（１２月２９日～１月３日）、その他特に指定する日 

福利厚生：文部科学省共済組合に加入 

 

８ 提出書類 

    (1) 推薦書（様式１）                        １部 

    (2) 履歴書（様式２）                        １部 

    (3) 業績目録（様式３の１～８）                  各１部 

    (4) 業績一覧表（様式４）                      １部 

    (5) 主要論文別刷（コピー可）                   １０編以内（各４部） 



    (6) 主要論文の要旨（様式５）                    １部 

    (7) 現在に至る研究内容と今後の展開（様式６）            １部 

(8) 教育（大学院及び学部）における実績及び今後の抱負（様式７）   １部 

 

  ９ 公募締切期日   令和２年５月２９日（金）（必着） 

    

10 採用予定年月日  令和２年９月１日以降の早い時期 

 

   11  書類提出先及び問い合わせ先  〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原２０７番地 

                          琉球大学医学部総務課人事第一係 

                          TEL ０９８－８９５－１０１１ 

                          FAX ０９８－８９５－１０９０ 

                                            E-mail: bysjinji@acs.u-ryukyu.ac.jp 

  

 

※ 提出書類を郵送する場合は書留とし、表に「先進医療創成科学講座教授応募書類在中」と朱書願い

ます。 

 ※ 提出書類の様式は、琉球大学医学部HP（ http://www.med.u-ryukyu.ac.jp/recruit ）からダウンロ

ードできます。 
※  提出された書類等の内容については、本選考のみに利用させていただきます。 

○琉球大学は、「男女共同参画社会基本法」の趣旨に則り、男女共同参画を推進しています。 


